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○生活福祉委員長報告

生活福祉委員長 秋 岡 芳 郎

生活福祉委員長報告を申し上げます。

今期定例会で当委員会に付託されました案件は、「議案第１７号鳴門市印鑑

条例の一部改正について 」ほか議案４件及び請願１件であります。また継続

審査になっておりました請願第７号についても審査いたしました。

当委員会は、３月３日に委員会を開催し、慎重審査いたしました結果、議

案５件についてはいずれも原案のとおり可決すべきと決しました。

また、請願につきましては、お手元へ配付の請願審査結果報告書のとおり

であります。

以下、審査の概要について御報告申し上げます。

まず、「議案第１７号 鳴門市印鑑条例の一部改正について」であります

が、印鑑登録資格者の欠格条項から成年被後見人を削除する改正を行うもの

でした。

委員からは、印鑑登録を申請する成年被後見人の意思能力の有無をどのよ

うに判断するのか、との質疑があり、総務省からの通知では、成年被後見人

から印鑑登録の申請を受けた際に、法定代理人が同行しており、かつ当該被

後見人本人による申請があった場合は、意思能力があるものとして差し支え

ないとされており、法定代理人かどうかは登記事項証明書で確認を行ってい

るとの説明がありました。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了と致しました。

次に、「議案第１８号 鳴門市国民健康保険条例の一部改正について」であ

りますが、国民健康保険法施行令の改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課

額に係る賦課限度額を引き上げるなど、所要の改正を行うものでありました。

委員からは、国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額が６１万円か

ら６３万円、介護納付金賦課額に係る賦課限度額が１６万円から１７万円に、

５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に

乗ずべき金額が２８万円から２８万５千円となり、２割軽減の対象となる世

帯については、５１万円から５２万円となるが、どの程度の世帯に影響する
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のかとの質疑があり、令和元年度の状況で試算すれば、基礎賦課分にかかる

限度額の超過世帯数は２２７世帯で現行より６世帯が減少となり、また、軽

減判定所得における軽減なしの世帯から２割軽減に該当する世帯数は３２世

帯で軽減対象金額は約５５万円、２割軽減から５割軽減になる世帯数は２６

世帯で軽減対象金額は約６８万円になるとの説明がありました。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了と致しました。

次に、「議案第１９号 鳴門市住宅新築資金等地方債償還基金条例の廃止に

ついて」及び「議案第２０号 特別会計設置条例の一部改正について」であ

りますが、住宅新築資金等地方債の償還が完了したこと及び住宅新築資金等

貸付事業特別会計を廃止することから、条例の改廃を行うものでした。

２議案は関連する内容であるため一括議題とし、同時に説明を受け審査を

行いました。

委員からは、実際に貸し付けた件数と金額について質疑があり、元本ベー

スで１９７件、９億４３６０万円を貸し付けており、

未済件数については、平成３１年の４月１日時点で３３件、元本の未済額に

ついては７，２４９万３，３２４円であるとの説明がありました。

また、今後の回収分については一般会計の歳入に貸付収入として入ってくる

ことについての確認がありました。

また委員からは、この制度自体についての確認があり、住宅新築資金事業

は、歴史的社会的理由によって、生活環境等の安定向上が阻害されている地

域の住環境改善対策の一環として、住宅改修もしくは住宅新築促進のため、

国の施策に基づき、市が必要な資金を貸し付けたものであり、鳴門市におい

ては、平成６年度を最後に貸し付けは終了しているとの説明がありました。

さらに委員からは、回収不能になったときの処理について質疑があり、様

々な財産調査を行った上で、最終的には不納欠損ということになるが、今ま

で不納欠損をしたことはなく、今後も回収をすすめていく方向だという説明

がありました。

委員会では、採決の結果、議案第１９号及び議案第２０号は全会一致で原

案を了といたしました。

次に、「議案第２１号 鳴門市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正について」でありますが、放課後児童健全育成事業の設備
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及び運営に関する基準を改正するに伴い、放課後児童支援員の要件を規定する経過措

置等について、所要の改正を行うものでありました。

委員からは鳴門市の支援員の人数について質疑があり、令和元年１１月時点の支援

員の数が８５名であり、その中で研修受講者については５３名、残りの３２名が未受

講で、その方の受講に関して延長を考えているとの説明がありました。

委員会では、採決の結果、全会一致で原案を了と致しました。

以上が当委員会の審査概要であります。よろしく御賛同賜りますようお願

い申し上げます。


